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各保健所設置市衛生主管部（局）長  殿 

 

 

                神奈川県健康医療局保健医療部医療課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

令和３年度病床機能報告の実施等について（依頼） 

 

 

本県の保健医療行政の推進につきましては、日頃から御理解、御協力をい

ただきお礼申し上げます。 

  標記のことについて、令和３年９月 27 日付け医政地発 0927 第２号により、

厚生労働省医政局地域医療計画課長から通知がありましたので、貴市所管医

療機関に周知いただきますようお願いします。  

なお、裏面に記載の関係団体には別途通知済みであることを申し添えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

問合せ先 

 法人指導グループ 田中 

 電 話(045)210-1111 内線 4869 



通知済み関係団体 

公益社団法人神奈川県医師会 

公益社団法人神奈川県歯科医師会 

公益社団法人神奈川県病院協会 

 

 

 

 



医政地発 0927 第２号 

令和３年９月 27 日 

 

 各都道府県衛生主管部（局）長 殿 

 

 

厚生労働省医政局地域医療計画課長 

（ 公 印 省 略 ）   

   

 

令和３年度病床機能報告の実施等について 

 

医療法（昭和 23年法律第 205号）第 30条の 13の規定に基づき、病院又は診

療所であって一般病床又は療養病床を有するもの（以下「病床機能報告対象病院

等」という。）は、毎年７月１日時点における病床の機能と 2025年の病床の機

能の予定、入院患者に提供する医療の内容等を都道府県知事に報告することとし

ています。 

これについて、別添１のとおり、病床機能報告対象病院等に対し周知しました

ので御了知の上、下記について病床機能報告対象病院等に対して周知いただき、

各医療機関の報告が円滑に行われるよう御配慮願います。なお、関係団体の長に

も別添２のとおり通知を発出していることを申し添えます。 

 

記 

 

１．入院診療実績の報告対象期間の通年化等について 

別添３「令和３年度以降の病床機能報告における入院診療実績の報告内容等に

ついて」（令和３年４月 13日付け医政地発 0413第２号厚生労働省医政局地域医

療計画課長通知。以下「課長通知」という。）でお示ししたとおり、令和３年度

以降、入院診療実績については、前年度（前年４月～３月）の１年分を月別かつ

病棟別に報告を求めることとしています。 

併せて、以下のような負担軽減を図ることとしています。 

○ 毎年度、病床機能報告の実施に当たり、国から当該病院等に提供している

電子レセプト情報を活用して整理した入院診療実績データについて、令和３

年度以降、公費負担医療制度により請求された電子レセプト情報分を含めた

上で提供するとともに、病床機能報告の入力画面等において、当該データが

報告様式に自動的に表示されるような機能を設け、入力の簡素化を図ること



とする。 

 

○ 診療報酬請求時の電子レセプトにあらかじめ病棟コードを記録していない

医療機関については、国から病棟別の入院診療実績データを提供することが

できないことから、当面の間、可能な範囲で病棟別に振り分けて報告すれば

足りることとする（病院全体の入院診療実績を特定の病棟の診療実績として

まとめて報告して差し支えない）。 

 

 ○ 紙媒体により報告を行っている病床機能報告対象病院等においては、入

院診療実績の報告について、月別の数ではなく年間合計数のみ報告すれば

足りることとする。 

なお、業務効率化を図る観点から、令和５年度を目途に、原則として

WEB等を活用した電子による報告とすることとし、紙媒体による報告につ

いては、やむを得ない事情がある場合に限ることとする方針であるため、

令和３年度以降、可能な限り電子による報告を要請することとする。 

 

２．その他の報告内容及び報告方法等について 

別添３課長通知及び地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググルー

プの議論を踏まえ、従前から１年分（前年７月～報告年６月）の実績の報告を求

めてきた新規入院患者数（予定入院・予定外入院別）や救急車の受入件数などに

ついて、入院診療実績と同様、季節変動を踏まえた分析を可能とするため、月別

の報告を求めた上で、報告対象期間を前年４月～報告年３月に変更しています。

なお、当面の間、月別の報告は任意としています。 



 

 

令和３年９月  

病床機能報告制度対象医療機関 御中 

厚生労働省医政局地域医療計画課  

 

令和３年度病床機能報告の実施について 

 

平素から医療行政の推進について御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。  

医療法（昭和23年法律第205号）第30条の13の規定に基づき、病院又は診療所であって一般

病床又は療養病床を有するもの（以下「病床機能報告対象病院）という。）は、毎年７月１日

時点における病床の機能と2025年の病床の機能の予定、入院患者に提供する医療の内容等を都

道府県知事に報告することとしています。 

 報告は、調査専用サイトから実施していただきます。各医療機関におかれましては、添付の

マニュアル等をご確認の上、期限までに報告を実施いただきますようお願いいたします。 

 

 
【同封資料】 

・令和３年度病床機能報告マニュアル① 

・令和３年度病床機能報告マニュアル② 

・令和３年度病床機能報告「報告対象外医療機関」申告書・記入要領  

・令和３年度病床機能報告 紙媒体入手希望申請書・記入要領  

・ＩＤ・パスワード通知書（兼送付状） 

・返信用封筒 

 

【病床機能報告調査専用サイト】 ※2021年10月１日開設 

URL：https:// byousyoukinouhr3.azurewebsites.net 

 

【照会窓口】  

厚⽣労働省「令和３年度病床機能報告」事務局（委託先︓株式会社三菱総合研究所） 
疑義照会窓⼝ 

FAX番号︓０３－３２７３－８６７７［24時間受付］ 
※ FAXでのお問い合わせの際は、医療機関ＩＤ、医療機関名、担当者名、所在地、電話番号を必ず
記載のうえ、お問い合わせください。 

 

裏面もご確認ください⇒ 

  

電話（フリーコール）０１２０－９８９－４５９［平日 9:30~17:30受付］ 

HSZWA
テキスト ボックス
（別添１）



【医療機能の選択について】 

病床機能報告においては、各病棟の病床が担う医療機能を選択し、ご報告いただきます。 

医療機能の選択にあたっての基本的な考え方及び留意点については、同封した「令和３年度

病床機能報告マニュアル①」に記載しておりますのでご参照ください。 

特に、高度急性期・急性期に関連する医療を全く提供していない病棟については、高度急性

期機能及び急性期機能以外の医療機能を適切に選択していただくようお願いいたします。 

 

                

 

 

 



 

 

 

令和 

３ 

年度 

病床機能報告 

報告マニュアル＜①基本編＞ 

 

※本書では医療機能の選択にあたっての考え方について記載しています。 

 

⽬  次 
１．病床機能報告の基本的な考え⽅  ....................................................... 1 

２．報告対象機関が病院の場合 ............................................................. 3 

２－１．各病棟の病床が担う医療機能について  ..................................... 3 

２－２．ご報告いただく医療機能の時期  ............................................. 5 

２－３．医療機能の選択にあたっての基本的な考え⽅ .............................. 5 

２－４．医療機能の選択における留意点 ............................................... 6 

２－５．病棟の統廃合等を予定している場合の留意点  ............................ 7 

３．報告対象機関が有床診療所の場合 ..................................................... 8 

３－１．有床診療所における医療機能について ...................................... 8 

３－２．有床診療所の病床の役割として担っている機能について ............... 8 
 

 

令和３年９月 

厚生労働省

医療法に 
基づく義務です 
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１．病床機能報告の基本的な考え⽅ 
病床機能報告制度とは、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 30 条の 13 に基づいて実施

する制度であり、医療機関のそれぞれの病棟が担っている医療機能を把握し、その報告を基
に、地域における医療機能の分化・連携を進めることを⽬的としています。各医療機関におい
ては、その有する病床において主に担っている医療機能を⾃主的に選択し、病棟単位で、その
医療機能について、都道府県に報告してください。回復期機能を担う病床が各構想区域で⼤幅
に不⾜しているとの誤解が⽣じないよう、病床機能報告にあたっては、例えば、「急性期を経過
した患者への在宅復帰に向けた医療」を提供している場合には、現状において、リハビリテー
ションを提供していなくても回復期機能を選択できることや、回復期機能について、「リハビリ
テーションを提供する機能」や「回復期リハビリテーション機能」のみに限定するものではな
いことに留意し、適切な病床機能を選択することが重要です。 

なお、病床機能報告の結果について、医療機能や供給量を把握するための⽬安として、地域
医療構想調整会議で活⽤する際は、病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量とを単純に
⽐較するのではなく、詳細な分析や検討を⾏った上で協議が⾏われるよう、厚⽣労働省として
も引き続き、先⾏している県の取り組みを紹介する等の技術的な⽀援を⾏っていきます。 

 
＜参考＞ 
 
○ 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）（抄） 
第三⼗条の三 （略） 
２ （略） 

六 地域における病床の機能（病院⼜は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。
以下同じ。）の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基
本的な事項 

３ （略） 
 
第三⼗条の三の⼆ 厚⽣労働⼤⾂は、前条第⼆項第五号⼜は第六号に掲げる事項を定め、⼜はこれを変更するため

に必要があると認めるときは、都道府県知事⼜は第三⼗条の⼗三第⼀項に規定する病床機能報告対象病院等の
開設者若しくは管理者に対し、厚⽣労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必
要な情報の提供を求めることができる。 

 
第三⼗条の⼗三 病院⼜は診療所であって⼀般病床⼜は療養病床を有するもの（以下「病床機能報告対象病院等」

という。）の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚⽣労働省令で定めるところに
より、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚⽣労働省令で定める区分（以下「病床の機能区分」
という。）に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければな
らない。 
⼀ 厚⽣労働省令で定める⽇（次号において「基準⽇」という。）における病床の機能（以下「基準⽇病床機能」

という。） 
⼆ 基準⽇から厚⽣労働省令で定める期間が経過した⽇における病床の機能の予定（以下「基準⽇後病床機能」

という。） 
三 当該病床機能報告対象病院等に⼊院する患者に提供する医療の内容 
四 その他厚⽣労働省令で定める事項 

２・３ （略） 
４ 都道府県知事は、厚⽣労働省令で定めるところにより、第⼀項及び第⼆項の規定により報告された事項を公表

しなければならない。 
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５ 都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第⼀項若しくは第⼆項の規定による報告をせず、⼜は虚
偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその
報告を⾏わせ、⼜はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。 

６ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等の開
設者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

 
第九⼗⼆条 第三⼗条の⼗三第五項の規定による命令に違反した者は、三⼗万円以下の過料に処する。 
 

※ 法律上は、医療機関から都道府県知事にご報告いただくこととなっていますが、事務作業の効率化のた
め、厚⽣労働省は株式会社三菱総合研究所に、事務局機能、全国共通サーバの整備等を⼀部業務委託し
ています。 

 

  



3 

２．報告対象機関が病院の場合 
２－１．各病棟の病床が担う医療機能について 

病床機能報告においては、病棟ごとに病床が担う医療機能をご報告いただきます。各医療機
関のご判断で、下表の４つの中から１つご選択ください。 

なお、看護⼈員配置別に設定されている⼊院基本料と病床機能報告上の医療機能との関係に
ついては、看護⼈員配置が⼿厚いほど医療密度の濃い医療を提供することが期待されて診療報
酬が設定されておりますが、病床機能報告においては、看護⼈員配置が⼿厚い場合であっても、
実際に提供されている医療機能を踏まえて報告するものです。 

 

医療機能の名称 医療機能の内容 

高度急性期機能 

○  急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提

供する機能 

※ 以下の入院基本料の算定病棟を含め、特定の入院基本料を算定していることをもっ

て、ただちに高度急性期機能であることを示すものではない。医療資源投入量など

実際に提供されている医療内容の観点から、高度急性期機能と判断されるものにつ

いて適切に報告すること。 

・一般病棟入院基本料（急性期一般入院料１～３） 

・特定機能病院入院基本料（一般７対１入院基本料） 

・専門病院入院基本料（一般７対１入院基本料） 

※ 高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例 

救命救急病棟、集中治療室、ﾊｲｹｱﾕﾆｯﾄ、新生児集中治療室、新生児治療回復室、小

児集中治療室、総合周産期集中治療室など、急性期の患者に対して診療密度が特に

高い医療を提供する病棟 

※ 算定する特定入院料の例 

・救命救急入院料（救命救急入院料１～４） 

・特定集中治療室管理料（特定集中治療室管理料１～４） 

・ﾊｲｹｱﾕﾆｯﾄ入院医療管理料（ﾊｲｹｱﾕﾆｯﾄ入院医療管理料１～２） 

・脳卒中ｹｱﾕﾆｯﾄ入院医療管理料 

・小児特定集中治療室管理料 

・新生児特定集中治療室管理料（新生児特定集中治療室管理料１～２） 

・総合周産期特定集中治療室管理料（母体・胎児集中治療室管理料、新生児集中治療室

管理料） 

・新生児治療回復室入院医療管理料 

急 性 期 機 能 

○  急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能 

※ 以下の入院基本料の算定病棟を含め、特定の入院基本料を算定していることをもっ

て、ただちに急性期機能であることを示すものではない。医療資源投入量など、実

際に提供されている医療内容の観点から急性期機能と判断されるものについて適

切に報告すること。 

・一般病棟入院基本料（急性期一般入院料１～７） 

・特定機能病院入院基本料（一般７対１入院基本料、一般１０対１入院基本料） 

・専門病院入院基本料（一般７対１入院基本料、一般１０対１入院基本料） 

・ 一般病棟入院基本料（地域一般入院料１～２） 

・ 専門病院入院基本料（一般１３対１入院基本料） 

※ 算定する特定入院料の例 

・地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア病棟入院料１～４、地域包括ケア入院医療管理

料１～４） 
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回 復 期 機 能 

○  急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供す

る機能 

○  特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの

向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期

リハビリテーション機能） 

※ 以下の入院基本料の算定病棟を含め、医療資源投入量など、実際に提供されている

医療内容の観点から回復期機能と判断されるものについて適切に報告すること。 

・一般病棟入院基本料（急性期一般入院料4～７、地域一般入院料１～３） 

・特定機能病院入院基本料（一般１０対１入院基本料） 

・専門病院入院基本料（一般１０対１入院基本料、一般１３対１入院基本料） 

※ 算定する特定入院料の例 

・地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア病棟入院料１～４、地域包括ケア入院医療管理

料１～４） 

・回復期リハビリテーション病棟入院料（回復期リハビリテーション病棟入院料１～６） 

慢 性 期 機 能 

○  長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 

○  長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロ

フィー患者又は難病患者等を入院させる機能 

※ 以下の入院基本料の算定病棟を含め、医療資源投入量など、実際に提供されている

医療内容の観点から慢性期機能と判断されるものについて適切に報告すること。 

・一般病棟入院基本料（地域一般入院料１～３） 

・専門病院入院基本料（一般１３対１入院基本料） 

・療養病棟入院基本料（療養病棟入院料１～２） 

※ 算定する特定入院料の例 

・特殊疾患入院医療管理料 

・特殊疾患病棟入院料（特殊疾患病棟入院料１～２） 

・地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア病棟入院料１～４、地域包括ケア入院医療 

管理料１～４） 
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２－２．ご報告いただく医療機能の時期 
各病棟の病床が担う医療機能は、下表に⽰す時点ごとに、それぞれ選択し、ご報告いただき

ます。 
 

時点 回答の仕⽅ 

2021（令和3）年７⽉１
⽇時点の機能（必須） 
 

2021（令和 3）年７⽉１⽇時点で当該病棟が担う医療機能について、い
ずれか１つ選択してご記⼊ください。 
 

2025年７⽉１⽇時点の機
能（必須） 
 

2025 年７⽉１⽇時点で当該病棟が担う予定の医療機能について、いずれ
か１つ選択してご記⼊ください。 
 

2025年７⽉１⽇時点の病
床数（必須） 
 

2025 年７⽉１⽇時点で当該病棟に予定している病床数について、ご記⼊
ください。 
なお、「2025 年７⽉１⽇時点の機能」において何らかの医療機能を選択
した場合、「2025 年７⽉１⽇時点の病床数」は必ず 0 より⼤きい数字を
⼊⼒してください。 

2025 年７⽉１⽇までに
変更予定がある場合 
 

2025 年７⽉１⽇時点の病床の機能の予定に向けて、変更予定がある場合
は、その変更予定年⽉、変更後の機能についてもご記⼊ください。 

 

２－３．医療機能の選択における基本的な考え⽅ 
病床機能報告においては、病棟が担う医療機能をいずれか 1 つ選択して報告することとされ

ていますが、実際の病棟には様々な病期の患者が⼊院していることから、下図のように当該病棟
において最も多くの割合を占める患者に相当する機能を報告することを基本とします。 

なお、病床機能報告は、医療機関のそれぞれの病棟が担っている医療機能を把握し、地域に
おける医療機能の分化・連携を進めることを⽬的として⾏われるものであり、病床機能報告にお
いていずれの医療機能を選択されても、診療報酬上の⼊院料等の選択等に影響を与えるものでは
ありません。 
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２－４．医療機能の選択における留意点 
診療報酬上では、看護⼈員配置が⼿厚いほど医療密度の濃い医療を提供することが期待され

て点数が設定されておりますが、病床機能報告においては、看護⼈員配置が⼿厚い場合であって
も、実際に提供されている医療機能を踏まえてご報告いただきます。 

○ 下表に掲げる⾼度急性期・急性期に関連する医療を全く提供していない病棟については、⾼
度急性期機能及び急性期機能以外の医療機能を適切に選択してください。なお、下表に掲げ
る医療を全く提供していないにもかかわらず、⾼度急性期機能⼜は急性期機能と報告される
場合は、下表に掲げるもの以外にどのような医療⾏為を⾏ったのかを別途、ご報告いただく
必要があります。 

 

⾼度急性期・急性期に関連する医療⾏為は、以下に掲げるもの。 

カテゴリ 具体的な項⽬名 

分娩 分娩（正常分娩、帝王切開を
含む、死産を除く）   

幅広い⼿術 
⼿術（⼊院外の⼿術、輸⾎、
輸⾎管理料は除く） 全⾝⿇酔の⼿術 ⼈⼯⼼肺を⽤いた⼿術 

胸腔鏡下⼿術 腹腔鏡下⼿術  

がん・脳卒中・⼼筋
梗塞等への治療 

悪性腫瘍⼿術 病理組織標本作製 術中迅速病理組織標本作製 

放射線治療 化学療法 がん患者指導管理料 イ及び
ロ 

抗悪性腫瘍剤局所持続注⼊ 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫
瘍剤肝動脈内注⼊ 超急性期脳卒中加算 

脳⾎管内⼿術 経⽪的冠動脈形成術 ⼊院精神療法（Ⅰ） 
精神科リエゾンチーム加算 認知症ケア加算１、2 及び３  
精神疾患診療体制加算１及び 
２ 

精神疾患診断治療初回加算 
（救命救急⼊院料）  

重症患者への対応 

ハイリスク分娩管理加算 ハイリスク妊産婦共同管理
料（Ⅱ） 救急搬送診療料 

観⾎的肺動脈圧測定 持続緩徐式⾎液濾過 ⼤動脈バルーンパンピング
法 

経⽪的循環補助法（ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾃｰ
ﾃﾙを⽤いたもの） 

補助⼈⼯⼼臓・植込型補助
⼈⼯⼼臓 

頭蓋内圧持続測定（３時間
を超えた場合） 

⼈⼯⼼肺 ⾎漿交換療法 吸着式⾎液浄化法 
⾎球成分除去療法   

救急医療の実施 

院内トリアージ実施料 夜間休⽇救急搬送医学管理
料 救急医療管理加算１及び２ 

在宅患者緊急⼊院診療加算 救命のための気管内挿管 体表⾯ペーシング法⼜は⾷
道ペーシング法 

⾮開胸的⼼マッサージ カウンターショック ⼼膜穿刺 
⾷道圧迫⽌⾎チューブ挿⼊法   

全⾝管理 

中⼼静脈注射 呼吸⼼拍監視 酸素吸⼊ 
観⾎的動脈圧測定（１時間を 
超えた場合） 

ドレーン法、胸腔若しくは
腹腔洗浄 

⼈⼯呼吸（５時間を超えた
場合） 

⼈⼯腎臓、腹膜灌流 経管栄養・薬剤投与⽤カテ
ーテル交換法  
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○ 特定機能病院における病棟については、⼀律に⾼度急性期機能を選択するものではありませ
ん。「２－３．医療機能の選択における基本的な考え⽅」をご参考のうえ、個々の病棟の役割
や⼊院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択してください。 

 
○ 「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療」を提供している場合には、現状におい

て、リハビリテーションを提供していなくても回復期機能を選択できることとされています。
回復期機能については、「リハビリテーションを提供する機能」や「回復期リハビリテーショ
ン機能」のみに限定するものではありません。 

 
○ 地域包括ケア病棟については、当該病棟が主に回復期機能を提供している場合は回復期機能

を選択し、主に急性期機能を提供している場合は急性期機能を選択するなど、個々の病棟の
役割や⼊院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択してください。 

 
 

２－５．病棟の統廃合等を予定している場合の留意点 
医療機能は、現状のみならず「2025 年 7 ⽉ 1 ⽇時点における病床の機能の予定」についても

ご報告いただきます。その際、今後、病棟構成の変更（医療機関の統合を含む）を予定している
場合は、以下の点にご留意ください。 

・ 今後、病棟再編などにより現在の病棟を複数に分割する場合には、分割時に多く残す機能
のご予定を「2025 年７⽉１⽇時点における病床の機能の予定」としてご報告ください。 

・ 病棟の統合予定がある場合は、統合前の全ての病棟について、「2025 年 7 ⽉ 1 ⽇時点に
おける病床の機能の予定」には同⼀の医療機能を選択し、⾃由記⼊欄に「○年○⽉に○○
病棟、○○病棟と統合予定」など、コメントをご記⼊ください。 

・ 病院の統合予定がある場合も同様に、現時点でご回答いただける範囲で、「2025 年 7 ⽉ 1
⽇時点における病床の機能の予定」について、病棟ごとにご回答ください。その際、⾃由
記⼊欄にも、状況について詳細にご記⼊ください。 

・ 病棟の休⽌や廃⽌予定がなく、継続して何らかの機能を担う場合、予定病床数は必ず 0 よ
り⼤きい値をご記⼊ください。 
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３．報告対象機関が有床診療所の場合 
３－１．有床診療所における医療機能について 

有床診療所については、施設全体を１病棟と考え、施設単位でご報告いただきます。医療機能
については、下表の４つの中から１つをご選択ください。 

※ 有床診療所には様々な患者が⼊院していることを踏まえてご回答ください。 

医療機能の名称 医療機能の内容 

⾼度急性期機能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に⾼い医療を
提供する機能 

急 性 期 機 能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能 

回 復 期 機 能 

○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供
する機能 

○ 特に、急性期を経過した脳⾎管疾患や⼤腿⾻頚部⾻折等の患者に対し、ＡＤＬ
の向上や在宅復帰を⽬的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能
（回復期リハビリテーション機能） 

慢 性 期 機 能 
○ ⻑期にわたり療養が必要な患者を⼊院させる機能 
○ ⻑期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジスト

ロフィー患者⼜は難病患者等を⼊院させる機能 

 

有床診療所は、病床数が 19 床以下と⼩規模であり、また、地域の医療ニーズに対応して多様
な役割を担っていることを踏まえ、以下のような機能の選択の例が考えられます。 

（例） 
・ 産科や整形外科等の単科で⼿術を実施している有床診療所 → 急性期機能 
・ 在宅患者の急変時の受⼊れや急性期経過後の患者の受⼊れ等、幅広い病期の患者に医療

を提供している有床診療所 → 急性期機能⼜は回復期機能のいずれか 
・ 病床が全て療養病床の有床診療所 → 慢性期機能 

 
３－２．有床診療所の病床の役割として担っている機能について 

有床診療所については、医療機能とは別に、有床診療所の病床の役割として担っている機能に
ついて、次の①〜⑤よりご選択のうえ、ご報告いただきます（複数選択可）。 

 
① 病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受け渡し機能 

② 専⾨医療を担って病院の役割を補完する機能 

③ 緊急時に対応する機能 

④ 在宅医療の拠点としての機能 

⑤ 終末期医療を担う機能 
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�كറق�گ؞ڮ
�ਿੴহमؚௐেௌ௮ഥदीॊधऒौपेॉؚਸ਼ඨलਸ਼ඨभૠपेॉਾઔऔोञহඨ॑ਁڰ

खऩऐोयऩैऩः؛�
�ਿੴহमؚ୰෫ਃચਾઔৌ୰ಉभଵ৶ऋਸ਼ඨखऎमਸ਼ඨभૠपेॊਾઔ॑चङؚྼम༘ڱ
भਾઔ॑खञधऌमؚ॑ीथؚਊჾ୰෫ਃચਾઔৌ୰ಉभ৫ਝपৌखؚਊჾଵ৶॑खथजभ
ਾઔ॑ষॎचؚྼमजभਾઔभઍ॑ชਫऔचॊऒध॑୵ङॊऒधऋदऌॊ؛�

�ਿੴহमؚඨभૠपेॊ୵ഥ॑खञৃ়पउःथؚजभ୵ഥ॑ਭऐञ୰෫ਃચਾઔৌ୰ಉभ৫ڲ
ਝऋऒोपజॎऩऊढञधऌमؚजभ຺॑ਁघॊऒधऋदऌॊ؛�

�
ਸ਼ృે�ਸ਼ਕેभેਕਸ਼ඨभૠपेॊ୵ഥपୀખखञमؚਕેਐਰৣभૌમप૪घॊ؛�
�

�پ ১मؚୢਃঢ়ऊैਿੴহपओਾઔःञटऎऒधधऩढथःऽघऋؚহਜभ૨৲भञ
ीؚௐেௌ௮मઙૄভਕഇ়ଢ଼ਚपؚহਜଂਃચؚ৸বુৢ१شংभତಉ॑ਜख
थःऽघ؛�



��

�ਾઔৌधऩॊୢਃঢ়भ೧؝ڮٕڭ
���ਾઔৌधऩॊୢਃঢ়كڭ �

ഥਮگফڳাڭৎਡदಹ୰෫؞ു୰෫॑થघॊ୰लથ෫൧ਚق൧ਚ؞ຓఐ
൧ਚكमؚਾઔৌदघ؛�
�پ ಅ૭୰෫धखथಹ୰෫ँॊःमു୰෫॑થखथःॊुभभ೬෫রभୢਃঢ়ؚ൧ृୡؚಟ৬৳

૧১पुधतऎਹ৷भाद൧ਾີட॑ষढथःऩःୢਃঢ়ुਾઔৌधऩॉऽघ؛�

�

ञटखؚಹ୰෫؞ു୰෫॑થघॊ୰लથ෫൧ਚق൧ਚ؞ຓఐ൧ਚكदँढ
थुؚৣ੶كڮपउऐॊَُ؝۔َُؚ؝ۓَُؚ؝ےपჾਊघॊৃ়मਾઔৌਗधऩॉ
ऽघ؛�
�پ ಹ৫ଣखथःॊৃ়मؚঽୋ୰ಉुਾઔৌधऩॉऽघ؛�

�
�
��ਾઔৌਗधऩॊୢਃঢ়كڮ �

ਰৣपჾਊघॊୢਃঢ়पणःथमؚਾઔৌਗधऩॉऽघ؛ഥਮگফ২୰෫ਃચਾઔभ
ৰൂऋँढञୢਃঢ়पउःथਾઔৌਗपჾਊघॊৃ়मَؚਾઔৌਗୢਃঢ়ُ
ணઔછ੶োਏ୩पజढथَਾઔৌਗୢਃঢ়ُணઔછभਚඨ৯पओ੶োभअइؚ��া
��قكऽदقାكपহਜଂँथपओলऎटऔः؛�

�
�ു୰෫॑થखथःऩःୢਃঢ়؞ಹ୰෫؝ې �
��ಅ૭୰෫धखथಖઋ୰෫भाؚற୰෫भाؚഉඪ୰෫भा॑થघॊୢਃঢ়پ

�
૮෫൧ਚقা��ऽदपନ൬گফڰਿप৸ಅ૭୰෫॑ନ൬ੋाྼमഥਮ؝ۑ
पষكदँॊୢਃঢ়� �

�
�भ੯पჾਊघॊୢਃঢ়્؝ے �
�س ദহਝಉृোবઽઍਚಉभরपਝऐैोञୢਃঢ়ृೞ৷ଃਓदँॊୢਃঢ়

�كૂ୰ق
�س ્भহਚಉभజ৩ृजभओੇఔभ൧भा॑ষअୢਃঢ়दँढथؚ৳૫ୢਃ

ঢ়दऩःुभقୠपउऐॊ୰෫भਃચী৲؞৴भਤभৌधमऩैऩःुभदँ
ॊञीؚ୰෫ਃચਾઔ॑റखथु୷ख੍इँॉऽच॒ك؛�

�پ ಹ৫ଣखथःॊৃ়मؚঽୋ୰ಉदँढथुਾઔৌधऩॉऽघ؛�

�
�दँॊୢਃঢ়ఀ؞া��ऽदप೬گফڰੋाྼमഥਮఀ؞೬؝ۓ �
�
ഥਮ؝۔ �ফڳাڮਰఋपৗञप৫ਝखञୢਃঢ়�

� �



��

�ਾઔৌधऩॊ୰༠भ೧؝گٕڭ
���୰पउऐॊਾઔৌ୰༠كڭ

୰෫ਃચਾઔदम ୰ؚभ୰༠पउऐॊ่૧৬भڭਜ਼॑ुढथ୰༠धॉඞःऽघ؛
ञटख્ؚ োમك॑پق घॊ؞୰पणःथम ਊؚჾਝ੦भਏ੯॑ञघ
৬भڭਜ਼॑ुढथ୰༠धखथॉඞअुभधखऽघ؛�
�پ ્ႈ೩োୢଵ৶મؚ৵ుোୢଵ৶મؚڰୠෆฐॣ॔োୢଵ৶મ॑ڰعڭघॊৃ়

मऌऽघ؛�

୰पउःथमؚୢ১ਸ਼ڳਸ਼ڭඨऊैਸ਼گඨपुधतःथ৫ਝಅ૭॑ਭऐथःॊಹ
୰෫؞ു୰෫॑થघॊ୰༠भाऋਾઔৌधऩॉऽघ؛ऽञؚಅ૭୰෫धखथಹ୰෫؞
ു୰෫॑થघॊ୰༠भৃ়मؚ೬༠রभ୰༠दँढथुَ୰༠ُभਛऋਏधऩॉऽ
घ؛�
ಖઋ୰෫भाभ୰༠ಉमਾઔਂਏदघऋ जؚभৃ়पुَਝُपम ؚಹ୰෫؞ു୰

෫ਰਗभ୰෫॑அिभ৸୰෫॑ৌधखथओ௦ऎटऔः؛ऩउؚ੦୰෫ਯ২पउ
ःथ્धऔोथःॊ્भ୰෫ಉुஅीथओਾઔऎटऔः؛�
�

��થ෫൧ਚपउऐॊਾઔৌ୰༠كڮ
થ෫൧ਚपणःथमਝ৸৬॑ڭ୰༠धઅइؚਝਜ਼दओਾઔऎटऔः؛�
ऽञ થؚ෫൧ਚपउःथमَ ୢਃચُؚ َથ෫൧ਚभ୰෫भ૽સُؚ َ୰෫ਯُؚ َয

৩ଦ઼َُؚ ো೩ਯَُؚ ৬ऩୢभઍपঢ়घॊඨ৯ُಉभभඨ৯पॉओਾ
ઔऋधऩॉؚजोਰਗभඨ৯पणःथमભਔඨ৯धऩॉऽघ؛ऩउؚ৸୰෫ऋ೬෫রद
ँॊથ෫൧ਚपउःथुؚৣ੶पखञऋढथओਾઔःञटऎਏऋँॉऽघ؛�
�

ْ৸୰෫ऋ೬෫রदँॊથ෫൧ਚभਾઔ্১ٓ�

⋇ਰৣभःङोऊྼम্पჾਊघॊৃ়म�ؚ৸थभඨ৯पणःथਾઔघॊਏऋँॉऽघ؛�
ഥਮ؞ �ফڳ��াڭ��ৎਡद্ௐেك੍قଂশषभো੦মમभඍলऋँॊৃ়�
ഥਮ؞ �ফڰ��াڭ��عഥਮ �ফگ��া� ���भप༎௮୰෫ऋँॊৃ়�

⋈ো੦মમभඍলऋऩऎؚૌுڭফभ༎௮୰෫ऋऩःથ෫൧ਚमَؚਾઔૄُڭपउःथम
ਰৣभඨ৯भਾઔमਂਏदघऋؚजोਰਗभඨ৯पणःथमਾઔऋਏदघ؛�

�؞ �৩ਯُभअठَؚ⋈োभ৩ਯُ؝ڳَ
�؞ �ো೩ਯभ૾யُ؝ڵَ

�

� �



��

�ਾઔૄभোুऊैলऽदभो؝ڮ
�ਾઔૄभரథ؝ڭٕڮ

ओলःञटऎૄमَؚਾઔૄُڭउेलَਾઔૄُڮभڮரథदघ؛� �
ਜ૨৲भ௴ਡऊैؚ૭ચऩॉ৹ਪ௧৷१ॖॺभইज़شपथਾઔ॑उൢःःञख
ऽघ؛ऩउؚᄘ৬॑ओൌऔोॊୢਃঢ়मؚશपணட॑उൢःःञखऽघ؛�

ਾઔૄभரథ� ਾઔඨ৯�

ਾઔૄڭ�
୰৷>੦ম؞ਝ؞୰༠@� ⋛�୰༠भ୰෫ऋ૿अୢਃચ� �

⋜�जभभ৬ऩඨ৯� �
⋝�ଡୗਝ؞য৩ଦ઼ಉपঢ়घॊඨ৯�ಉ�થ෫൧ਚ৷�

ਾઔૄكپقڮ� ੦ম؞୰༠�
⋛�घॊো੦মમ્؞োમಉभ
૾ய�

⋜�થ෫൧ਚभऩਃચभ૾ய�ಉ�
كؚ'(قইঞय़३ঈঝॹॕ५ॡقਗ਼ঞ७উॺपेॉड़থছॖথऽञमਗ਼ᄘ৬كپق ॹॕ५ॡك02ؚق ॹॕ५

ॡكك�5'&قदட॑ষढथःॊୢਃঢ়दमؚਾઔૄपीঞ७উॺૐੑટऋ੶ൗقউঞউজথॺكऔ
ोऽघ؛ञटखؚ�
�૧ു୰෫पउऐॊোदँॊञीपোਗঞ७উॺदட॑ষढथःॊୢਃঢ়ஂ؞
؞َ ഥਮڮফڰাऊै ��া൧ীৰౚदؚഥਮگফڮাਰఋभଟਪदাोடखथःॊُऊण�
َഥਮگফڭাऊैگা൧ীৰౚदؚഥਮگফڱাਰఋभଟਪदাोடखथःॊُ੯॑ञघୢ
ਃঢ়�
�ঞ७উॺपेॉட॑ষढथःॊୢਃঢ়؞

ಉदमؚউঞউজথॺऔोऽच॒؛�
�

�ਾઔऽदभो؝ڮٕڮ
ਾઔૄؚڭਾઔૄڮभোু্১धল্১قਏكमਰৣभधउॉदघ؛ถमჾਊ

ঌش४॑සखथऎटऔः؛�
�

� � োু্১� ল্১�

:(%१ॖॺभইज़شऊैभਾ
ઔ॑ൌघॊୢਃঢ়قတك�

�ܒ ৹ਪ௧৷१ॖॺदઉமোৡ�
�ك���සۅق

৹ਪ௧৷१ॖॺदਾઔ�
�ك3���සق

भૄ॑ൌघॊୢਃঢ়� �ܒ ᄘ৬োুൌணடછ॑ল�
�ك3���සق

੶োੋभᄘ৬॑ନਦ৷ຆपथ
ഖଛۅق���සك�

�

� �



��

୰෫ਃચਾઔपঢ়घॊभਏ�

�� ਾઔૄधਾઔभ৸৬൸�
��

ਾઔःञटऎૄ� ਾઔૄؚڭਾઔૄڮ�

ਾઔ�
�كলق

ল؟�
ഥਮگফ��া�قসعك��া��قك�
ओলःञटःञਾઔઍपઑଝऋँॊৃ়پ
पमؚఊਫधગলق��া�ਰఋൂ॑كघ
ॊऒधऋँॉऽघ؛�

�

�� ইটشभ৸৬൸�
�ڭۅںۉۈ �عমेॉओৌૢःञटऌञःऒधع
�؛੶भ$ؚ%भःङोऊपჾਊघॊऊनअऊ॑નੳखथऎटऔःৣ؞
$��ਾઔৌୢਃঢ়पჾਊखऩःৃ়ك�ିق�
%��ॖথॱشॿॵॺ୭ऋତढथःऩःञी:(%ইज़ش॑৷ःथਾઔदऌऩःୢਃঢ়
ಉؚᄘ৬दभਾઔ॑ൌघॊৃ়�

�؛ჾਊघॊৃ়मؚजोझोਰৣभओৌૢ॑उൢःःञखऽघ؞
$पჾਊ����া��قكऽदपؚຆभَഥਮگফ২୰෫ਃચਾઔَਾઔৌਗୢਃঢ়ُ

ணઔછُ॑ओলऎटऔः3)67؛�ਰఋभओৌૢमਂਏदघ؛�
%पჾਊ�َഥਮگফ২�୰෫ਃચਾઔ�ᄘ৬োুൌணடછُ॑ओলऎटऔःك�ିق؛�

ਾઔৌਗधऩॊୢਃঢ়ُ॑ओසऎटऔكڮ४َشঌڮਾઔৌୢਃঢ়भଝपणःथमؚك�ିق
ः؛ऩउؚઆফ২ऊैଝभಌमँॉऽच॒؛�

�؛੶ো্১ಉपणःथमَᄘ৬োুൌணடછ�੶োਏ୩ُ॑ओසऎटऔःك�ିق

�
�ڮۅںۉۈ �عॉओৌૢःञटऌञःऒधेكসقڭ��াع
॑৷ःथਾઔ॑उൢःखش�ਜ૨৲भ௴ਡऊैؚ૭ચऩॉ৹ਪ௧৷१ॖॺभ:(%ইज़؞
ऽघ؛�

�؛৫ਝखऽघ॑ك৹ਪ௧৷१ॖॺقपؚਾઔ৷:(%१ॖॺكসقڭ���া؞
�؛पथোৡ॑৫खथऎटऔःش�৹ਪ௧৷१ॖॺप॔ॡ७५खؚ:(%ইज़؞
�؛�লु৹ਪ௧৷१ॖॺदষअऒधऋ૭ચदघ؞
�؛ॻमଛહ૾प੶ൗऔोथःऽघش�৹ਪ௧৷१ॖॺभ85/उेलটॢॖথ,'ؚঃ५ড؞
�

�گۅںۉۈ �عऽदपओৌૢःञटऌञःऒधكق��া��ع
�؛ॉؚ৹ਪ௧৷१ॖॺदਾઔभਭહ॑৫खऽघेكসقڭ���া؞
�؛ऽदपඨ৯भোৡ॑വखؚল॑उൢःखऽघكق���া��؞
�

��ۅںۉۈ �عॉओৌૢःञटऌञःऒधेكাق��া�ع
�؛�লःञटःञਾઔૄपઑଝऋँॊৃ়पमؚহਜଂेॉउਖ়चघॊऒधऋँॉऽघ؞
�؛ऽदपఊਫ॑വखؚল॑उൢःखऽघكসق�ఊਫऋਏऩৃ়पमؚ��া��؞
�



��

�ਾઔपउऐॊਔਡ؝گٕڮ

মঐॽগ॔ঝभଛહ૾प੶ൗऔोथःॊَୢਃঢ়ڹھ ؞َُ ঃ५ডشॻُमؚओਾઔؚ
ఊਫभपਏधऩॉऽघ؛�ഥਮڰফگাଜऽदপજप৳ଵखथऎटऔः؛�
ऽञؚਾઔૄ॑লखञपਾઔઍ॑ఊਫखञःৃ়म�ؚਊჾী॑ओఊਫभअ
इؚગ২ओলऎटऔः؛�
شୢਃঢ়ऊैਾઔपളਯभਾઔऋँढञৃ়ؚਈपओਾઔःञटःञੲਾ॑ਫૄऩॹپ
ॱधखथॉඞःऽघ؛ञटखؚᄘ৬োুൌணடછ॑ਭ৶खञৃ়ؚᄘ৬पेॊਾઔऋરऔोऽ
घ؛ถखऎम��ঌش४َᄘ৬॑ൌघॊৃ়ُ॑ओසऎटऔः؛�

�पउऐॊਔਡڭਾઔૄكڭ
ਾઔૄڭपमَؚ ୰৷ُभૄق੦ম؞ਝ؞୰༠दଡਛكधَથ෫൧ਚ৷ُभ

भ୰൧યীधಱखथःॊऊनअऊओનੳभअइؚ؛ऋँॉऽघكથ෫൧ਚदଡਛقૄ
ओਾઔऎटऔःु؛ख౮ऩढथःॊৃ়पमؚउুਯदघऋহਜଂऽदओ৴൪ऎटऔः؛�
�
�पउऐॊਔਡڮਾઔૄكڮ

ਾઔૄ॑ڮ৷ःञਾઔपਊञढथؚഥਮگফ২୰෫ਃચਾઔदम୰༠ਜ਼दओਾઔःञ
टऎऒधधऩॉऽघق୰भाৌ؛થ෫൧ਚमऎ؛ك�
ऩउؚਗ਼ঞ७উॺपेॉ൧ਾີட॑ষढथःॊୢਃঢ়मؚ୰༠॥شॻभোৡभથ

૮पेॉਾઔ্১ऋ౮ऩॉऽघ؛ਾઔ্১भถपणऌऽखथमؚ3���॑ओසऎटऔः؛�
�

َഥਮڮফڰাऊैഥਮگফگা൧ীभਗ਼োঞ७উॺऋँॊୢਃঢ়ُषमؚௐে
ௌ௮पउःथਏऩඨ৯भૐੑ॑ষःؚૐੑટऋোढञਾઔૄڮऋؚ��াڭقসك
ऊै৹ਪ௧৷१ॖॺदઉமোৡ૭ચधऩॉऽघ؛ૐੑઍपणःथओનੳभअइؚਏप
ૢगथఊਫःञटऌؚ��া��قكऽदप৹ਪ௧৷१ॖॺदओਾઔऎटऔः؛�
ૐੑઍपणःथનੳखञટؚఊਫऋਏऩःৃ়ಉपणःथुؚਾઔमदघ؛�
ऩउؚਜقઙૄভਕഇ়ଢ଼ਚكमؚీ৺पेॉੴ੭खञઍ॑ీ৺भ৯

ਰਗपਹ৷घॊऒधؚखऎमਸ਼ਕपैखथमऩैऩःऒधधघॊీ৺॑ௐেௌ௮ध
॒दःऽघ؛�

�پ ਗ਼ঞ७উॺपेॊ൧ਾີடधमؚड़থছॖথऽञमਗ਼ᄘ৬قইঞय़३ঈঝॹॕ५ॡكؚ'(ق ॹ
ॕ५ॡك02ؚق ॹॕ५ॡكك�5'&قदட॑ষढथःॊऒध॑खऽघ؛�

�پ ஂ૧ു୰෫पउःथୢभஔહ॑ਭऐञৃ়भடदमَ োਗঞ७উॺُ॑ ઞ৷घॊञी োؚঞ७
উॺ॑ૐੑखञટपमஅऽोऽच॒؛�

�
َഥਮڮফڰাऊैഥਮگফگা൧ীभਗ਼োঞ७উॺऋँॊୢਃঢ়ُਰਗभୢ

ਃঢ়मؚ৹ਪ௧৷१ॖॺदઉமোৡखਾઔ॑उൢःःञखऽघ؛ᄘ৬पेॊਾઔ॑ओൌ
भৃ়मؚ�ٕڭभَك�ᄘ৬॑ൌघॊৃ়ُ॑සखथऎटऔः؛�
ਾઔૄڮपउःथৈ২ਙ؞ਙपঢ়৴घॊୢඨ৯پभਾઔऋऩऎ ਊؚჾ୰༠भਾ

ઔૄڭपउःथَ ৈ২ਙਃચُऽञमَਙਃચُ॑ ৭උऔोञৃ়ؚୢਃચभତ



��

়ऋाैोऩःञीؚਾઔૄڭभୢਃચ॑ಌःञटऎऊؚुखऎमਾઔૄڮभਚ
भঽ੶ൗჷपৰखञ৬ऩৈ২ਙ؞ਙपঢ়৴घॊୢඨ৯धৰౚྼमनभे
अऩୢਃચ॑ୠद૿ढथःॊभऊ॑શಥؚ৬पओ੶োऎटऔः؛�
�پ ਾઔঐॽগ॔ঝ⋇भ3॑ڲ�ओසऎटऔः؛�

�
�
�ਾઔ؝�ٕڮ
ਾઔૄؚڭਾઔૄڮभਾઔ�

ഥਮگফ২୰෫ਃચਾઔदमؚਾઔૄؚڭਾઔૄڮधुपਾઔৎऋଁऔोऽघ؛�
ਾઔૄؚڭਾઔૄڮभഁीજॉमؚ��া��ققكାكदघق��াڭقসكਭ

હ৫؛كলऔोञਾઔઍपउःथઑଝऋનੳऔोञৃ়ؚྖৎؚহਜଂऊैઑଝઍ
भසভउेलఊਫൂ॑ষःऽघ؛ఊਫभॹشॱपणःथम �ؚ�া��قসكऽदقାك
पহਜଂँथपओਾઔऎटऔः؛�

�

� �



��

�ਾઔඨ৯भਏ؝گ
�पउऐॊਾઔඨ৯भਏڭਾઔૄ؝ڭٕگ

�پ ถमَਾઔૄڭ੶োਏ୩ُ॑ओ༮ऎटऔः؛� �

َ��كڭ ⋛�ୢਃચभ৭උपउऐॊઅइ্ُपणःथ� �
�پ ਾઔঐॽগ॔ঝ⋇੦মౣ॑ओසऎटऔः؛� �

َ�كڮ ⋜�जभभ৬ऩඨ৯ُभَ⋇ଡୗਝ؞য৩ଦ઼ಉपঢ়घॊඨ৯ُपणःथ� �
୰༠ओधपਾઔඨ৯पणःथओ௦ऎटऔः؛�

�
ඨ৯� ৹ਪৌৎਡ�

ಅ૭୰෫ਯ� ഥਮگফڳাڭৎਡ�

घॊো੦মમ્؞োમ� �د

่૧పਯؚၳ่૧పਯؚ่૧ଓஃਯؚஃਓపਯಉ� �د

धघॊ൧ఐ� �د

ৗૠো༠೩ਯؚ༠೩భसਯؚ༠೩ਯಉ�
ഥਮڮফڰাڭعഥਮگফگা��भ

�ফڭ

ো༠भৃਚશभৗૠো༠೩ਯؚ༠भৃਚશ

भ༠೩ਯಉ�
�د

ऩउؚથ෫൧ਚभਾઔඨ৯मَؚ ಅ૭୰෫ਯَُؚয৩ଦ઼َُؚো೩ਯَُؚधघॊ൧
ఐُಉभभඨ৯पॉधऩॉؚजोਰਗभඨ৯पणःथमભਔඨ৯धऩॉऽघ؛�



��

�पउऐॊਾઔඨ৯भਏڮਾઔૄ؝ڮٕگ
َ��كڭ ⋜�जभभ৬ऩඨ৯ُभَ⋈৬ऩୢभઍपঢ়घॊඨ৯ُपणःथ� �

�پ ถमਾઔૄڮ੶োਏ୩॑ओ༮ऎटऔः؛� �

মඨ৯मؚ൧ਾີभඨ৯पା৯खथਝऔोथउॉؚਾઔभৌधऩॊभमؚഥਮڮ
ফڰাऊैഥਮگফگা൧ীभَোঞ७উॺُदघ؛�
ऩउؚਾઔૄपी੶ൗऔोॊૐੑટभৌधऩॊभमؚഥਮڮফڰাऊै��া൧

ীقഥਮگফڭাऽदଟਪীكध ഥؚਮگফڭাऊैگা൧ীقഥਮگফڰাऽदଟਪীك
भَোঞ७উॺُदघ؛�
�پ َഥਮڮফڰাऊै ��া൧ীقഥਮگফڭাऽदଟਪীكधؚഥਮگফڭাऊैگা൧ীقഥਮگ

ফڰাऽदଟਪীكभਗ਼োঞ७উॺُऋँॉؚঞ७উॺपَ୰༠॥شॻُभোৡऋँॊୢਃঢ়पउ
ଛॉघॊॹشॱपमؚഥਮڮফڰাऊै ��া൧ীقഥਮگফڭাऽदଟਪীكधؚഥਮگফڭাऊै
भঞ७উॺभઃଟਪपेॊନರীृঞ७উॺदடऔोथكাऽदଟਪীڰফگഥਮقা൧ীگ
ःॊীؚஂ૧ു୰෫पउःथୢभஔહ॑ਭऐञৃ়भடীؚୢ৳૫भৌदऩःௌ௮಼૩ଓ
৳૫ಉदभ൧ষನীಉमஅऽोथःऽच॒؛୯ਸदੑघॊঞ७উॺ੯ਯಉ॑அीञ়ੑக॑૭ચ
ऩ೧दओ੶োऎटऔः؛� �

�پ ഥਮڮফڰা൧ীेॉभ൧ীमؚഥਮڮফڱাਰఋଟਪীदँढथुஅीऩःदऎटऔः؛�
�پ ഥਮگফ২୰෫ਃચਾઔेॉؚਁા૿ୢ২पेॊடীऋૐੑऔोथःऽघ؛� �

�

��୰෫ਃચਾઔ২पঢ়घॊਗ਼ঞ७উॺषभ୰༠ੲਾभ੶ஈपणःथكڮ �
�پ ถमਾઔૄڮ੶োਏ୩॑ओ༮ऎटऔः؛� �

୰෫ਃચਾઔदमؚਛ��ফ২൧ਾີपൣअ३५ॸఊಉपँॎचथਗ਼ঞ७উ
ॺषभ୰༠॥شॻभ੶ஈऋ৫औोञऒधऊैؚਾઔૄَڮ⋜⋈৬ऩୢभઍपঢ়
घॊඨ৯ُपणःथुؚ୰༠॥شॻपुधतऌ୰༠ਜ਼दඨ৯॑ૐੑखथःञटऎऒधधऩ
ॉऽघ؛�
ਗ਼ঞ७উॺषभ୰༠॥شॻभ੶ஈमؚಅ૭୰෫धखथಹ୰෫उेलു୰෫॑થखथ

उॉؚਗ਼ঞ७উॺपेॉ൧ਾີட॑ষढथःॊ୰ऋৌधऩॉऽघ؛થ෫൧ਚप
णःथमؚ୰༠॥شॻभ੶ஈमਂਏदघ؛��
ਗ਼ঞ७উॺप୰༠॥شॻ॑੶ஈःञटऎऒधदؚহਜଂऋਊჾ୰༠॥شॻपुधतऌૐ

ੑखञَഥਮڮফڰাऊै��া൧ীقഥਮگফڭাऽदଟਪীكधؚഥਮگফڭাऊैگ
া൧ীقഥਮگফڰাऽदଟਪীكभਗ਼োঞ७উॺُभॹشॱ॑සघॊऒधऋ૭ચ
धऩॉऽघ؛�

� �



���

�كಅ૭୰෫पउऐॊಹ୰෫ऽञमു୰෫ীق�ॻُشਗ਼োঞ७উॺषभَ୰༠॥ܡ
भোৡ૾யશभਾઔ্১قܢ୰भाৌ؛થ෫൧ਚमऎك�

�؟ॻ॑৸थऽञमपোৡखथःॊୢਃঢ়ش୰༠॥؞
୰༠ओधपૐੑखञનੳ৷ॹشॱऋසदऌऽघ؛ઍ॑ओનੳःञटऌ ओؚਾઔऎटऔः؛�
୰༠॥شॻऋোৡীभॹشॱपঢ়खथमؚୢਃঢ়द୰༠ओधपૐੑखञदओਾઔऎट

औः؛�
�؟ॻऋ৸थোৡभୢਃঢ়ش୰༠॥؞

ୢਃঢ়ओधपૐੑखञનੳ৷ॹشॱऋසदऌऽघ؛ઍ॑ओનੳःञटऌ ୰ؚ༠ओधप
ૐੑखञदؚओਾઔऎटऔः؛�

�
ᄘ৬पेॊਾઔ॑ൌखؚ੶भ੯पჾਊघॊୢਃঢ়पणःथमؚीનੳ৷ॹپ

ॱऋউঞউজথॺऔोञਾઔૄش � ॑ଛહघॊदघ؛ञटखؚ୰༠ਯभः୰ಉभ
ৃ় ଛؚહघॊᄘ৬भऋกপपऩॊउजोऋँॊऒधऊै ؚશपओનੳऔचथःञटऎ
ऒधऋँॉऽघभदؚीओവഅऎटऔः؛�
�

���ো൧ৰౚभৢফ৲पൣअ૿ೄपणःथكگ

ഥਮگফ২भ୰෫ਃચਾઔपउःथ োؚ൧ৰౚपणःथम ؚফ২قഥਮ �ফ �াعഥ
ਮ �ফ �াكभڭফী॑াશऊण୰༠શपਾઔघॊऒधधऩॉऽखञ؛ऒोपൣःَؚ ഥਮگ
ফ২ਰఋभ୰෫ਃચਾઔपउऐॊো൧ৰౚभਾઔઍಉपणःथُقഥਮ �ফ �া ���
હऐୢ �����ਸ਼ �ಀௐেௌ௮ୢଂୠୢੑୖশৢੴكप੦तऌؚਰৣभৢॉ
૿ೄ॑ॉऽघ؛�
y ୰෫ਃચਾઔभৰपਊञॉؚবऊै୰෫ਃચਾઔৌ୰ಉपखथःॊਗ਼ঞ

७উॺੲਾ॑ણ৷खथତ৶खञো൧ৰౚॹشॱपणःथ ഥؚਮگফ২ਰఋؚਁ ા
૿ୢ২पेॉடऔोञਗ਼ঞ७উॺੲਾী॑அीञदघॊधधुपؚ৹
ਪ௧৷१ॖॺभ:HEইज़شपउःथؚਊჾॹشॱ॑ਾઔૄपંखؚোৡभල
ಞ৲॑ॊऒधधखऽघ؛�

y ൧ਾີடৎभਗ਼ঞ७উॺपँैऊगी୰༠॥شॻ॑੶ஈखथःऩःୢਃঢ়प
णःथम বؚऊै୰༠શभো൧ৰౚॹشॱ॑घॊऒधऋदऌऩःऒधऊै ਊؚ
એभ ૭ؚચऩ೧द୰༠શपஷॉীऐथਾઔघोयଌॉॊऒधधखऽघق୰৸৬भ
ো൧ৰౚ્॑भ୰༠भ൧ৰౚधखथऽधीथਾઔखथ୷ख੍इँॉऽच॒؛ك�

y ᄘ৬पेॉਾઔ॑ষढथःॊ୰෫ਃચਾઔৌ୰ಉपउःथमؚো൧ৰౚभ
ਾઔपणःथؚাશभਯदमऩऎফ়ੑਯभाਾઔघोयଌॉॊऒधधखऽघ؛�
� ऩउؚਜ૨৲॑ॊ௴ਡऊैؚഥਮڱফ২॑৯ಥपؚਉಋधखथ:(%ಉ॑ણ৷
खञਗ਼पेॊਾઔधघॊऒधधख ؚᄘ৬पेॊਾઔपणःथमؚृ ि॑੭ऩःহੲ
ऋँॊৃ়पॊऒधधघॊ্ଉदँॊञी ഥؚਮگফ২ਰఋ ૭ؚચऩॉਗ਼पेॊ
ਾઔ॑ൂघॊऒधधखऽघ؛�
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�৬ऩਾઔুದ؝ڰ
�ਾઔૄಉभোু؝ڭٕڰ
�كတق��৹ਪ௧৷१ॖॺदઉமোৡघॊৃ়كڭ �

ਰৣप੶ൗखथःॊ85/ऊै॔ॡ७५दऌॊ৹ਪ௧৷१ॖॺभ:(%ইज़شेॉઉம
োৡघॊऒधऋ૭ચदघ؛৹ਪ௧৷१ॖॺभটॢॖথ,'؞ঃ५ডشॻमൂ૾प੶ൗऔोथ
ःऽघ؛ऽञؚௐেௌ௮شঌش४भজথॡऊैु॔ॡ७५घॊऒधऋ૭ચदघ؛�

৹ਪ௧৷१ॖॺभ85/؟KWWSV���E\RXV\RXNLQRXKU��D]XUHZHEVLWHV�QHW��

�كٜୢٜ୰෫ਃચਾઔୢ؞४ٜੁपणःथٜীશभੁ༮ٜ೨شঌشௐেௌ௮ق
�

َੁपणःथُ॑ ॡজॵॡख
थঌش४ष�

ᶅ َੁपणःथُ॑ॡজॵॡखَؚ ীશभੁ༮ُ॑ॡজॵॡखथऎटऔः؛�

َীશभੁ༮� ُ॑ ॡজॵ
ॡखथঌش४ष�

ᶆ َୢُ॑ॡজॵॡखथऎटऔः؛�

َୢُ॑ॡজॵॡखथঌش४
ष�



���

� �

َ୰෫ਃચਾઔ২� ُ॑ ॡজॵ
ॡखथঌش४ष�

⋉ ঌش४রभَੁੲਾُऊैَ୰෫ਃચਾઔ২ُ॑ॡজॵॡखथऎटऔः؛�

⋊ َ୰෫ਃચਾઔُঌش४রभَ৹ਪ௧৷१ॖॺُ85/॑ॡজॵॡखؚ৹ਪ௧৷१ॖॺप�
॔ॡ७५खथऎटऔः؛�



���
�

ॻ॑شঃ५ডؚڹھ
োৡखؚটॢॖথ�

એంभَ৹ਪၡ༮ُ॑ॡজॵॡखथؚ
ਾઔૄभਛ॑मगीथऎटऔः؛�

ᶉ ዮभ৹ਪ௧৷१ॖॺपটॢॖথखथऎटऔः؛�

ᶊ એంभَ৹ਪଵ৶ُ॑ॡজॵॡखथؚਾઔૄभਛ॑मगीथऎटऔः؛�

�؛ৰभ৹ਪએधम౮ऩॊৃ়ऋँॉऽघ؛४म৫রभुभदघشએॖওپ
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���ᄘ৬॑ൌघॊৃ়كڮ
୰෫ਃચਾઔमਜ૨৲भ௴ਡऊैؚ૭ચऩॉ৹ਪ௧৷१ॖॺभ :(% ইज़ش॑

৷ःथਾઔ॑उൢःःञखऽघ؛ञटखؚॖথॱشॿॵॺ୭ऋତढथःऩःञी :(% ই
ज़ش॑৷ःथਾઔदऌऩःୢਃঢ়ಉؚृि॑੭ऩःৃ়मؚহਜଂऊैᄘ৬ਾઔૄ
॑ഖଛःञखऽघ؛�
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※本申告書は、令和３年度の報告が「対象外」となる医療機関のみご提出ください。 FAX:03-3273-8677

　　◎以下のいずれかに該当する場合、令和３年度病床機能報告は「報告対象外」です。
　　　　・Ⅱ．－②が「２．無し」　の場合︓⼀般病床・療養病床を有していない医療機関
　　　　・Ⅱ．－④で令和３年度中に「１．休院・廃院済⼜は予定」　または
　　　　　　　　　　　　「２．全許可病床を返還済⼜は予定」　の場合
　　　　・Ⅲ．「１」〜「５」のいずれかに該当する場合
　　　　※「休床」でも許可病床を返還していない場合、本報告の「対象」となります。
　　　　※「報告対象」の医療機関は、本申告書の提出は不要です。

〒 －

ふりがな

⽒　　名

部署名

市外
局番 - -
市外
局番 - -

＠

１．病院 ２．有床診療所

１．有り ２．無し

許可病床数（⼀般病床） 床

許可病床数（療養病床） 床

１．休院・廃院済⼜は予定

２．全許可病床を返還済⼜は予定

 ３．休院・廃院、全許可病床の返還の実施（予定）なし　

１．刑事施設等や⼊国収容所等の中に設けられた医療機関 ２．皇室⽤財産である医療機関（宮内庁病院）

３．特定の事業所等の従業員やそのご家族の診療のみを⾏う医療機関であって、保険医療機関でない医療機関

４．⼀般開放されていない病床のみの⾃衛隊病院等 ５．⾃衛隊医務室

６．上記のいずれにも該当しない

《設問は以上になります。ご回答、誠にありがとうございました。》

Ⅱ．【令和３年7⽉1⽇時点】における貴院の病院・有床診療所の種別、⼀般病床あるいは療養病床の許可病床の有無、⼀般病床あるいは療養病床の許可病床があ
る場合の【休院・廃院】あるいは【全許可病床を返還（無床診療所へ移⾏）】の実施（予定）についてご記⼊ください。

①病院・有床診療所の種別

Ⅲ．令和３年度病床機能報告で以下の医療機関に該当するか否かについて、ご記⼊ください。

②⼀般病床または療養病床の許可病床の有無

③【上記②の許可病床が「１．有り」の場合】
施設全体の⼀般病床、療養病床それぞれの許可病床
数をご記⼊ください。

④【上記②の許可病床が「１．有り」の場合】
令和３年度中に【休院・廃院】あるいは【全許可病床返
還（無床診療所への移⾏）】する場合は、選択肢と実
施（予定）年⽉をご記⼊ください。

令和　　　　　年　　　　　　⽉【④が「1」または「2」の場合】
実施（予定）年⽉

◎上記の回答が以下のいずれかに該当する場合は、令和3年度病床機能報告は
　「報告対象外」となります。

 ・Ⅱ．－②が「２．無し」　の場合︓⼀般病床⼜は療養病床を有していない医療機関
  ・Ⅱ．－④が令和3年度中に「１．休院・廃院済⼜は予定」　または

   　　　　　　　　「２．全許可病床を返還済⼜は予定」　の場合
 ・Ⅲ．「１」〜「５」のいずれかに該当する場合

※Excelでご回答の場合は、右記の報告対象判定をご確認ください。

Excelでご回答の場合の確認欄

病床機能報告
の

報告対象判定

◎医療機関住所

令和３年度　病床機能報告　「報告対象外医療機関」　申告書

◎貴院名

◎ＩＤ（送付状に記載の８桁コード）

Ⅰ．基本情報

FAX番号

◎回答者

連絡先

電話番号

e-mail
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令和 3 年度病床機能報告 
「報告対象外医療機関」申告書 記⼊要領 

１「報告対象外医療機関」申告書の概要 

（１）「報告対象外医療機関」申告書の⽬的 
この「報告対象外医療機関」申告書は、令和 3 年 10 ⽉からの令和 3 年度病床機能報告において報告

対象外医療機関である場合にご提出いただくものです。「報告対象外医療機関」申告書の所定項⽬にご
記⼊のうえ、10 ⽉ 31 ⽇（⽇）まで（必着）に事務局あてにご提出ください。 

「報告対象外医療機関」申告書の提出が必要な場合 
○ 令和３年度病床機能報告の実施依頼があった医療機関のうち、報告対象外医療機関である場合 
○ 報告対象外医療機関とは、以下のいずれかに該当する場合を指します。 
 ①⼀般病床⼜は療養病床を有していない場合 
 ②令和３年度中に、休院⼜は廃院を⾏った⼜は⾏う予定がある場合 
 ③令和３年度中に、全許可病床の返還を⾏った⼜は⾏う予定である場合 
 ④以下のいずれかに該当する医療機関である場合 
  ・刑事施設等や⼊国収容所等の中に設けられた医療機関 
  ・皇室⽤財産である医療機関（宮内庁病院） 
  ・特定の事業所等の従業員やそのご家族の診療のみを⾏う医療機関であって、保険医療機関で 
   ない医療機関 
  ・⼀般開放されていない病床のみの⾃衛隊病院等 
  ・⾃衛隊医務室 
○ なお、休床をしている場合であっても、許可病床を返還していない場合、本報告の「対象」と 
 なりますのでご留意願います。 

（２）「報告対象外医療機関」申告書の提出⽅法 
「報告対象外医療機関」申告書のご提出は、以下の⽅法により⾏うことが可能です。 
（「報告対象」の医療機関は、ご提出は不要です。） 

「報告対象外医療機関」申告書の提出⽅法について 
同封の「報告対象外医療機関」申告書または調査専⽤サイトからダウンロードした Excel フ
ァイルへ記⼊し、Excel ファイルの場合にはお⼿元でご印刷いただいた上で、同封の返信⽤
封筒にて郵送または FAX にて提出 
※調査専⽤サイトの URL︓https://byousyoukinouhr3.azurewebsites.net/ 

（３）疑義照会窓⼝ 
「報告対象外医療機関」申告書に関してご不明点がある場合には、下記の疑義照会窓⼝までお問い合わ

せください。 

「令和３年度病床機能報告」事務局 疑義照会窓⼝（委託先︓株式会社三菱総合研究所） 
電話（フリーコール）０１２０－９８９－４５９［平⽇9:30〜17:30 受付］ 
FAX 番号︓０３－３２７３－８６７７［24 時間受付］ 
※番号のお間違えには⼗分ご注意ください。 
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２ 記⼊の⼿引き 
■  貴院の医療機関名称や、事前に送付する案内⽂書に記載されている医療機関ＩＤ、医療機関住所、

本報告のご担当者、施設種別、許可病床の有無等について、施設管理者および事務部⾨の担当者がご
記⼊ください。 

Ⅰ．基本情報 

◎貴院名 

 

貴院の医療機関名称をご記⼊ください。 

◎ＩＤ（報告マニュア
ル送付状に記載の８
桁のコード） 

本書と同時に送付した報告マニュアル送付状のうち、貴院の住所が印字されている⽤紙
に記載されている医療機関ＩＤ（数字８桁）をご確認のうえ、ご記⼊ください。 

◎医療機関住所 貴院の郵便番号、所在地をご記⼊ください。 

◎回答者 報告内容についてお問合せする場合がありますので、ご担当者の⽒名および部署名、連
絡先（電話番号、ＦＡＸ番号、e-mailアドレス）についてご記⼊ください。 

Ⅱ．病院・有床診療所
の種別等 

 

 

① 病院・有床診療
所の種別 

令和３年７⽉１⽇時点における、貴院の病院・有床診療所（診療所・⻭科診療所）の種
別をご記⼊ください。 

② ⼀般病床または療
養病床の許可病床
の有無 

令和３年７⽉１⽇時点における、貴院の⼀般病床または療養病床の許可病床の有無をご
記⼊ください。 

許可病床とは、令和３年７⽉１⽇時点で、医療法第７条第１項から第３項にもとづいて
開設許可を受けている病床をいいます。基準病床数制度で特例とされている特定の病床等
も含めて有無をご判断ください。また、⼀般病床あるいは療養病床を有しているものの休
床中の病床、医療保険の対象でない公費負担医療、労災保険制度や労働福祉事業としての
医療、⾃賠責、治験、⼈間ドック、⺟体保護法、その他の⾃由診療等での⼊院者、介護保
険の対象である介護療養病床における医療等を⾏う病床についても、「有り」としてご回
答ください。 

③ 許可病床数 【上記②の許可病床が「１．有り」の場合】 
令和３年７⽉１⽇時点における、貴院の⼀般病床、療養病床それぞれの許可病床数をご

記⼊ください。 

④ 令和３年度中に休
院・廃院・全許可
病床を返還する予
定 

【上記②の許可病床が「１．有り」の場合】 
休院・廃院済みである、⼜は全許可病床を返還（無床診療所へ移⾏）済みである、もし

くは令和３年度中に休院・廃院、または全許可病床を返還予定である場合には、該当番号
を選択の上、実施年⽉または予定年⽉をご記⼊ください。 

※「休院」は、⼊院の取扱いがない｢休床｣とは異なります。 
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Ⅲ．報告対象外となる
医療機関 

令和３年度病床機能報告において、「１」〜「５」のいずれかに該当する医療機関であ
る場合、当てはまる選択肢をご回答ください。いずれにも該当しない場合（報告対象の医
療機関である場合）は「６．上記のいずれも該当しない」を選択してください。 

なお、「３」について、特定の事業所等の従業員やそのご家族の診療のみを⾏う医療機
関であって、保険医療機関でないものについては、地域における病床の機能分化・連携の
推進の対象とはならないものであるため、病床機能報告を省略しても差し⽀えないことと
されています。 

また、⾃衛隊病院等であっても、⼀般開放している場合は報告対象となります。 

◎病床機能報告の報告
対象判定 

（Excelでご回答の場
合） 

 
Excelファイルの「報告対象外医療機関」申告書でご回答の場合は、上記のⅡおよびⅢの

ご回答結果をもとに、「病床機能報告の報告対象判定」の欄に「報告対象」または「報告
対象外」のいずれかが表⽰されます。 

【報告対象外となる場合】（以下のいずれか） 
・Ⅱ．－②が「２．無し」の場合 
・Ⅱ．－④で令和３年度中に「１．休院・廃院済⼜は予定」または 

「２．全許可病床を返還済⼜は予定」の場合 
・Ⅲ．「１」〜「５」のいずれかに該当する場合 

 





〒 －

ふりがな
◎回答者

⽒　　名

部署名

連絡先 市外
局番 - -

病　棟

◎ＩＤ（送付状に記載の
８桁コード）

◎医療機関住所

令和３年度　病床機能報告

FAX:03-3273-8677

令和３年度　病床機能報告　紙媒体⼊⼿希望申請書
◆業務効率化の観点から、可能な限り調査専⽤サイトによる報告をお願いしています。
紙媒体による報告を希望する場合は、「紙媒体を希望する理由」欄等、所要の事項をご記⼊いただき、郵送もしくは
FAXで申請をしてください。　事務局より紙媒体の報告様式をお送りいたします。
※病棟数や診療実績の多い医療機関の場合、送付する紙媒体の量が膨⼤になり送付が困難となる可能性があるな
ど、申請内容によっては、調査専⽤サイトによる報告を依頼することがありますので、ご了承ください。

◆この⽤紙は報告様式ではありません。報告は報告様式１、報告様式２の両⽅をご提出ください。

◎貴院名

電話番号

◎ 病院・有床診療所の種別 　　１．病院 　　　 ２．有床診療所
病院の場合、

報告対象病棟数
(※有床診療所は記載不要)

 c．セキュリティ上、医療機関のパソコンからアクセスできないため

 d．その他　　　　　※理由を以下の「⾃由記⼊欄」にお書きください◎紙媒体を希望する理由
該当理由に✔をいれてください
（複数選択可）

 a．インターネットへの接続環境がないため

 b．パソコン等を使いこなせる職員が限られるため

　⾃由記⼊欄
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令和３年度病床機能報告 
紙媒体⼊⼿希望申請書 記⼊要領 

1 紙媒体⼊⼿希望申請書の概要 

（１）紙媒体⼊⼿希望申請書の⽬的等 
病床機能報告は、業務効率化の観点から、可能な限り WEB による報告をお願いしていますが、インタ

ーネット環境が整っていないため報告様式をダウンロードできない医療機関等、紙媒体での報告を希望さ
れる場合には、「紙媒体⼊⼿希望申請書」をご記⼊の上、ご提出ください。 

なお、ご要望の多かった「決裁等に対応しやすい印刷機能」については、整形されたフォーマットに
WEB 上で保存した報告内容が⼊った Excel ファイルをダウンロードいただけるよう調査専⽤サイトを改
修いたしました（参照３ページ︓「3．調査専⽤サイトでの報告内容の印刷イメージ」）。また、別途事務
連絡等でご案内してきましたように、今年度より年間の実績の報告を⾏っていただくこととなります。そ
のため、紙媒体を希望されますと、特に診療実績の多い医療機関において、様式 2 の紙媒体の枚数が膨⼤
になる可能性があります。 

以上を踏まえ、可能な限り、WEB での報告を⾏っていただくようお願いいたします。 
ご連絡いただいた医療機関への紙媒体の報告様式発送は、ご希望の受付から発送までに５〜10 営業⽇

程度の期間を頂戴する場合があります。あらかじめご了承ください。 

（２）紙媒体⼊⼿希望申請書の提出⽅法 
紙媒体⼊⼿希望申請書へ記⼊し、同封の返信⽤封筒にて郵送または（３）の窓⼝に FAX にてご提出

ください。 

（３）疑義照会窓⼝ 
紙媒体⼊⼿希望申請書に関してご不明点がある場合には、下記の疑義照会窓⼝までお問い合わせくだ

さい。 
 
「令和３年度病床機能報告」事務局疑義照会窓⼝（委託先︓株式会社三菱総合研究所） 

電話（フリーコール）０１２０－９８９－４５９［平⽇ 9:30〜17:30 受付］ 
FAX 番号︓０３－３２７３－８６７７［24 時間受付］ 
※番号のお間違えには⼗分ご注意ください。 

 



2 
 

２ 記⼊の⼿引き 

■  貴院の医療機関名称や、事前に送付する案内⽂書に記載されている医療機関ＩＤ、医療機関住所、本
報告のご担当者、病院・有床診療所の種別、⼊院患者の有無、診療報酬請求の状況等について、施設管
理者および事務部⾨のご担当者がご記⼊ください。 
 

◎貴院名 貴院の医療機関名称をご記⼊ください。 
 

◎ＩＤ（報告マニュア
ル送付状に記載の８
桁のコード） 

本書と同時に送付した報告マニュアル送付状のうち、貴院の住所が印字されている⽤紙
に記載されている医療機関ＩＤ（数字８桁）をご確認のうえ、ご記⼊ください。 

◎医療機関住所 貴院の郵便番号、所在地をご記⼊ください。 
 

◎回答者 報告様式をお受取りいただくご担当者の⽒名および部署名、電話番号についてご記⼊く
ださい。⼊⼿希望申請書に記載の内容についてお問合せをする場合があります。 

 

◎紙媒体を希望する理
由 

紙媒体を希望する理由を、選択肢から選びチェックしてください（複数回答可）。『そ
の他』を選択された場合は、その理由を⾃由記⼊欄に記載してください。 

 

◎病院・有床診療所の
種別 

令和３年７⽉１⽇時点における貴院の病院・有床診療所（診療所・⻭科診療所）の種別
をご記⼊ください。 

また、施設種別が【病院】の場合は、事務局から送付する病棟票の部数をお知らせいた
だく必要があるため、報告対象となる⼀般病床または療養病床を有する病棟数をあわせて
ご記⼊ください。 
※病床機能報告では、病院の各病棟における看護体制の１単位をもって病棟と取り扱いま
す。ただし、特定⼊院料（特殊疾患⼊院医療管理料、⼩児⼊院医療管理料４、地域包括ケ
ア⼊院医療管理料１から4を算定する場合は除きます。）を算定する治療室・病室につい
ては、当該施設基準の要件を満たす体制の１単位をもって病棟として取り扱います。ま
た、休棟中の病棟であっても許可病床として⼀般病床・療養病床を有する場合は、「病棟
票」の作成が必要です。 
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3 調査専⽤サイトでの報告内容の印刷イメージ 

（１）令和 3 年度病床機能報告における調査専⽤サイトで提供する整形されたフォーマットの印刷イメージ 

有床診療所の例︓1 ページ⽬ 
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有床診療所の例︓2 ページ⽬ 

 

※報告項⽬やレイアウト等は資料作成時点のイメージです。実際のものとは異なることがあります。 
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（２）令和 2 年度病床機能報告における調査専⽤サイトの印刷イメージ 

 



                                       （別添２） 
 

医政地発 0927 第 3 号  

令和３年９月 27 日  

 

 

（別記関係団体の長等） 殿 

 

 

厚生労働省医政局地域医療計画課長  

 

 

令和３年度病床機能報告の実施について 

 

 標記について、別添のとおり、各医療機関に対し周知しましたので、ご了知の上、各医

療機関の報告が円滑に行われますようご配慮願います。 

 

 

  

写 



（別記） 

 

公益社団法人 日本医師会 

公益社団法人 日本歯科医師会 会長 

一般社団法人 日本医療法人協会 会長 

公益社団法人 全日本病院協会 会長 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 会長 

公益社団法人 日本精神科病院協会 会長 

一般社団法人 日本病院会 会長 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 会長 

一般社団法人 全国公私病院連盟 会長 

一般社団法人 国立大学附属病院長会議 常置委員長 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 会長 

日本赤十字社 社長 

社会福祉法人 恩賜財団済生会 会長 

全国厚生農業協同組合連合会 会長 

社会福祉法人 北海道社会事業協会 理事長 

健康保険組合連合会 会長 

独立行政法人 国立病院機構 理事長 

独立行政法人 地域医療機能推進機構 理事長 

独立行政法人 労働者健康安全機構 理事長 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 理事長 

国家公務員共済組合連合会 理事長 

公立学校共済組合 理事長 

日本私立学校振興・共済事業団 理事長 

国立療養所松丘保養園 園長 

国立療養所東北新生園 園長 

国立療養所栗生楽泉園 園長 

国立療養所多磨全生園 園長 

国立駿河療養所 所長 

国立療養所長島愛生園 園長 

国立療養所邑久光明園 園長 

国立療養所大島青松園 園長 



国立療養所菊池恵楓園 園長 

国立療養所星塚敬愛園 園長 

国立療養所奄美和光園 園長 

国立療養所沖縄愛楽園 園長 

国立療養所宮古南静園 園長 

 

 



（別添３） 

医政地発０４１３第２号 

令 和 ３ 年 ４ 月 1 3 日 

 

 各都道府県衛生主管部（局）長 殿 

 

厚生労働省医政局地域医療計画課長 

（ 公 印 省 略 ）   

   

 

令和３年度以降の病床機能報告における入院診療実績の報告内容等について 

 

医療法（昭和 23年法律第 205号）第 30条の 13の規定に基づき、病院又は診療

所であって一般病床又は療養病床を有するもの（以下「病床機能報告対象病院

等」という。）は、毎年７月１日時点における病床の機能と 2025年の病床の機能

の予定、入院患者に提供する医療の内容等を都道府県知事に報告（以下「病床機

能報告」という。）することとなっている。 

病床機能報告における報告内容について、入院患者に提供する医療の内容のう

ち電子レセプト情報による方法で報告を行うこととなっている項目（以下「入院

診療実績」という。）に関しては、別添１「令和２年度病床機能報告の実施等に

ついて」（令和２年９月 30日付け医政地発 0930第６号厚生労働省医政局地域医

療計画課長通知）において、「令和３年度以降の病床機能報告においては、（中

略）報告対象を通年（前年４月～３月分）の実績とする」こととしていたところ

である。 

今般、地域医療構想に関するワーキンググループの議論を踏まえ、入院診療実

績の報告内容等について下記のとおり整理したので、貴職におかれては、これら

の整理について御了知いただいた上で、本通知の趣旨を貴管内の関係団体及び病

床機能報告対象病院等へ周知いただくようお願いする。 

また、令和３年度以降の病床機能報告について、具体的な実施スケジュールに

ついては追って示すが、当該年度内にとりまとめ、都道府県に提供することとし

ており、病床機能報告対象病院等が報告期限を厳守いただけるよう特段の配慮を

お願いする。 

 

記 

 

１．入院診療実績の報告内容及び報告方法について 

令和３年度以降、入院診療実績については、前年度（前年４月～３月）の１年

分を月別かつ病棟別に報告を求めることとする。これに伴い、取り扱うデータ量

が増大することから、以下のとおり、病床機能報告対象病院等の負担軽減を図る



こととする。 

○ 毎年度、病床機能報告の実施に当たり、国から当該病院等に提供している

電子レセプト情報を活用して整理した入院診療実績データについて、令和３

年度以降、公費負担医療制度により請求された電子レセプト情報分を含めた

上で提供するとともに、病床機能報告の入力画面等において、当該データが

報告様式に自動的に表示されるような機能を設け、入力の簡素化を図ること

とする。 

 

○ 診療報酬請求時の電子レセプトにあらかじめ病棟コードを記録していない

医療機関については、国から病棟別の入院診療実績データを提供することが

できないことから、当面の間、可能な範囲で病棟別に振り分けて報告すれば

足りることとする（病院全体の入院診療実績を特定の病棟の診療実績として

まとめて報告して差し支えない）。 

 

 ○ 紙媒体により報告を行っている病床機能報告対象病院等においては、入院

診療実績の報告について、月別の数ではなく年間合計数のみ報告すれば足り

ることとする。 

なお、業務効率化を図る観点から、令和５年度を目途に、原則として WEB

等を活用した電子による報告とすることとし、紙媒体による報告について

は、やむを得ない事情がある場合に限ることとする方針であるため、令和３

年度以降、可能な限り電子による報告を要請することとする。 

 

２．その他の報告内容及び報告方法について 

従前から１年分（前年７月～６月）の実績の報告を求めてきた新規入院患

者数（予定入院・予定外入院別）や救急車の受入件数などについても、入院

診療実績と同様、季節変動を踏まえた分析を可能とするため、月別の報告を

求めることとする。なお、当面の間、月別の報告は任意とする。 

 

３．入院診療実績の月別かつ病棟別の報告に向けた今後の対応について 

入院診療実績の報告対象期間の通年化に向け、全診療月の入院分の電子レ

セプトに病棟コードを記録すること等を別添２「病床機能報告制度に関する

電子レセプトへの病棟情報の記録の通年化について」（令和２年３月 16日付

け医政地発 0316第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）において、

求めてきたところであるが、引き続き、必要な対応をお願いしたい。 

なお、国においても令和４年度以降の診療報酬請求において、病床機能報

告対象病院等の電子レセプトに病棟コードが確実に記録されるような方策を

検討することとしている。 



医療機能（現在／２０２５年の方向）
※介護施設に移行する場合は移行先類型

全
身
管
理

・中心静脈注射 ・呼吸心拍監視 ・酸素吸入
・観血的動脈圧測定 ・ドレーン法 ・胸腔若しくは腹腔洗浄
・人工呼吸 ・人工腎臓 ・腹膜灌流
・経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法

疾
患
に
応
じ
た
／
早
期
か
ら
の

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

・疾患別リハビリテーション料 ・早期リハビリテーション加算、
・初期加算 ・摂食機能療法・リハビリテーション充実加算
・休日リハビリテーション提供体制加算
・入院時訪問指導加算
・リハビリテーションを実施した患者の割合
・平均リハ単位数／1患者1日当たり
・１年間の総退院患者数
（以下は回復期リハビリテーション病棟入院料を算定の場合）
・１年間の総退院患者数のうち入棟時の日常生活機能評価
が10点以上又は機能的自立度評価法得点で55点以下で
あった患者数
・退棟時、入棟時に比較して、当該入院料の１又は２を算定し
ている病棟にあっては日常生活機能評価が入院時に比較し
て４点以上又はFIM総得点で16点以上、当該入院料の３又は
４を算定している病棟にあっては日常生活機能評価が３点以
上又はFIM総得点で12点以上改善していた患者数

長
期
療
養
患
者
・
重
度

の
障
害
者
等
の
受
入

・療養病棟入院基本料 ・褥瘡評価実施加算
・重度褥瘡処置 ・重傷皮膚潰瘍管理加算
・難病等特別入院診療加算 ・特殊疾患入院施設管理加算
・超重症児（者）入院診療加算・準超重症児（者）入院診療加
算

・強度行動障害入院医療管理加算

有
床
診
療
所
の

多
様
な
機
能

・往診患者延べ数 ・訪問診療患者延べ数、
・看取り患者数（院内／在宅） ・有床診療所入院基本料
・有床診療所療養病床入院基本料

・急変時の入院件数 ・有床診療所の病床の役割
・過去１年間の新規入院患者のうち他の急性期医療を担う病
院の一般病棟からの受入割合

医
科
歯

科
連
携

・歯科医師連携加算 ・周術期口腔機能管理後手術加算
・周術期等口腔機能管理料

幅
広
い
手

術
の
実
施

・手術件数（臓器別） ・全身麻酔の手術件数
・人工心肺を用いた手術
・胸腔鏡下手術件数 ・腹腔鏡下手術件数

が
ん
・
脳
卒
中
・
心
筋
梗
塞
等
へ

の
治
療

・悪性腫瘍手術件数
・病理組織標本作製 ・術中迅速病理組織標本作製
・放射線治療件数 ・化学療法件数
・がん患者指導管理料 ・抗悪性腫瘍剤局所持続注入
・肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入
・超急性期脳卒中加算 ・脳血管内手術
・経皮的冠動脈形成術 ・分娩件数
・入院精神療法 ・精神科リエゾンチーム加算
・認知症ケア加算 ・精神疾患診療体制加算
・精神疾患診断治療初回加算

重
症
患
者
へ
の
対
応

・ハイリスク分娩管理加算 ・ハイリスク妊産婦共同管理料
・救急搬送診療料 ・観血的肺動脈圧測定
・持続緩徐式血液濾過 ・大動脈バルーンパンピング法、
・経皮的心肺補助法 ・補助人工心臓・植込型補助人工心臓

・頭蓋内圧持続測定
・血漿交換療法 ・吸着式血液浄化法 ・血球成分除去療法
・一般病棟用の重症度、医療・看護必要度を満たす患者割合

救
急
医
療
の
実
施

・院内トリアージ実施料
・夜間休日救急搬送医学管理料
・精神科疾患患者等受入加算
・救急医療管理加算
・在宅患者緊急入院診療加算
・救命のための気管内挿管

・体表面ペーシング法／食道ペーシング法
・非開胸的心マッサージ、カウンターショック
・心膜穿刺 ・食道圧迫止血チューブ挿入法

・休日又は夜間に受診した患者延べ数
（うち診察後、直ちに入院となった患者延べ数）
・救急車の受入件数

医療機能等

入院患者に提供する医療の内容

病
床
数
・
人
員
配
置
・
機
器
等

・許可病床数 ・稼働病床数（一般・療養別）

・病棟全体が非稼働である場合はその理由

・経過措置（1床当たり面積)に該当する病床数

・算定する入院基本料・特定入院料

・主とする診療科 ・設置主体

・部門別職員数（医師、歯科医師、看護師、准看護
師、看護補助者、助産師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、薬剤師数、臨床工学士、診療放射線技
師、臨床検査技師、管理栄養士）

・DPC群の種類

・特定機能病院、地域医療支援病院の承認

・施設基準届出状況 （総合入院体制加算、在宅

療養支援病院／診療所、在宅療養後方支援病院）

・在宅療養支援病院である場合は看取り件数

・三次救急医療施設、二次救急医療施設、救
急告示病院の有無

・高額医療機器の保有状況 （ＣT、ＭＲＩ、血管連

続撮影装置、ＳＰＥＣＴ、ＰＥＴ、PETCT、PETMRI、強
度変調放射線治療器、遠隔操作式密封小線源治療
装置、ガンマナイフ、サイバーナイフ、内視鏡手術用
支援機器（ダヴィンチ））

・退院調整部門の設置状況

※退院調整部門の配置職員数（医師、看護職
員、MSW、事務員）

入
院
患
者
の
状
況

・１年間の新規入棟患者数（予定入院・緊急
入院別）
・在棟患者延べ数 ・退棟患者数
・１年間/月間の新規入棟患者数（入棟前の
場所別）
・１年間/月間の退棟患者数（退棟先の場所
別、退院後の在宅医療の予定別）

構造設備・人員配置等

報告項目

期間・時点 7月1日時点 １年分（前年４月～報告年３月分）

報告項目と対象期間、時点の関係

１年分（前年４月～報告年３月分）

急
性
期
後
・

在
宅
復
帰
へ

の
支
援

・退院支援加算 ・救急・在宅等支援（療養）病床初期加算／
有床診療所一般病床初期加算 ・地域連携診療計画加算
・退院時共同指導料 ・介護支援等連携指導料
・退院時リハビリテーション指導料 ・退院前訪問指導料

※従来は１月分（報告年の６月分） ※従来は１年分（前年７月～報告年の６月分）

第1回地域医療構想及び医師確計画保に
関 す る ワ ー キ ン ググ ル ー プ 資料
（ 令 和 ３ 年 7 月 2 9 日 ）

（
別
添
４
）
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